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　九州電力は、特定重大事故等対処施設の設置について、平成29年12月20日に
国に設置変更許可申請を行うとともに、佐賀県及び玄海町に対して安全協定に基
づき事前了解願いを提出しました。
　原子力規制委員会は平成31年4月3日に設置変更許可を行い、玄海町は令和元
年7月24日に事前了解を、佐賀県は同年8月9日に事前了解を行いました。

玄海３、４号機 特定重大事故等対処施設の設置

■特定重大事故等対処施設とは
　原子力発電所における様々な安全対策のバックアップ施設です。原子炉周辺建
屋等への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムにより、原子炉を冷却
する機能が喪失し炉心が著しく損傷する場合に備えて、原子炉周辺建屋等との離
隔距離をもった頑健な建屋を設け、その建屋の中に原子炉格納容器の破損を防
止するための機能を有する施設を収納します。

■特定重大事故等対処施設の設置期限
　設置許可基準規則で、本体施設等の工事計画認可から5年以内に設置するよう
要求されており、玄海3号機は令和4年8月24日、4号機は同年9月13日が期限と
なっていました。令和4年7月6日、九州電力は、設置期限内に完成できない見通し
であるとして、設置期限以降、発電を停止し、特定重大事故等対処施設が完成する
まで発電を再開しないことを原子力規制委員会に報告しました。
　その後、3号機は令和4年12月5日に、4号機は令和5年2月2日にそれぞれ完成
し、運用を開始しています。
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原子炉格納容器

格納容器スプレイ

フィルタベント(概念図)

注水ポンプ 電源ケーブル等が通る通路 発電機 緊急時制御室設置の制御盤

原子炉減圧操作設備

離隔

フィルタ
ベント 貯水槽

注水ポンプ 燃料タンク

発電機

給気設備

通信連絡設備

制御盤
M

１次冷却材
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原子炉容器
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操
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圧
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制御棒

フィルタベントを通すことで、放射性ヨ
ウ素や放射性セシウムなど大部分を
除去させることができます。
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原子炉格納容器

格納容器スプレイ

フィルタベント(概念図)

注水ポンプ 電源ケーブル等が通る通路 発電機 緊急時制御室設置の制御盤
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フィルタベントを通すことで、放射性ヨ
ウ素や放射性セシウムなど大部分を
除去させることができます。
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（１）主な経緯
　原子力発電所で使い終わった使用済燃料は、再処理施設へ計画的に搬出して
再処理することを基本的方針とされていますが、その発生量は、国内で再処理で
きる量を上回っています。
　そのため、九州電力では、一時的に発電所内で使用済燃料を貯蔵する設備を増
強して使用済燃料の貯蔵管理に余裕を持って対応することとし、平成22年2月に
玄海原子力発電所3号機の使用済燃料貯蔵設備の貯蔵能力増強等について、経
済産業省へ原子炉等規制法に基づく原子炉設置変更許可申請を行うとともに、佐
賀県及び玄海町に対して安全協定に基づく事前了解願いを提出しました。
　その後、九州電力は、使用済燃料の貯蔵方式の多様化を図ることについての検
討を行い、平成31年1月22日に原子力規制委員会へ原子炉設置変更許可申請の
補正申請を行うとともに、佐賀県及び玄海町に対して安全協定に基づく事前了解
願いの補正を提出しました。
　国（原子力規制委員会）による審査の結果、令和元年11月20日に原子炉設置
変更許可が行われました。その後、佐賀県及び玄海町は、令和2年9月1日に事前
了解を行いました。九州電力は、令和2年10月15日から使用済燃料貯蔵設備の
貯蔵能力変更に係る工事を開始しています。

玄海３号機 使用済燃料貯蔵設備の貯蔵能力変更等10
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（２）使用済燃料貯蔵設備の貯蔵能力増強工事概要
①使用済燃料貯蔵設備の貯蔵能力変更（令和2年10月～令和6年11月（予定））
　貯蔵容量を増やすため、使用済燃料ラック間距離を縮小させたものへ交換する。
　その際、ラックの材料にボロン添加ステンレス鋼を用いるなどして、十分な未臨界
性を確保できる設計とする。

②使用済燃料貯蔵設備の共用化
　設備の増強工事とあわせて、3号機使用済燃料貯蔵設備等を4号機と共用化す
る。

③原子炉容器上部ふた取替え（令和6年1月15日実施）
　信頼性向上のため、国内外の知見を踏まえた最新設計の原子炉容器上部ふたに
取り替える。なお、旧上部ふたは、既設の蒸気発生器保管庫（1、2号機共用）へ貯
蔵保管するため、保管庫の保管対象物の変更並びに3号機との共用化を行う。
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（１）主な経緯
　九州電力は、玄海原子力発電所の貯蔵余裕を確保するため、現行のプール方式
による保管に加え、乾式貯蔵施設を発電所敷地内に設置することとし、平成31年
1月22日に原子力規制委員会へ原子炉設置変更許可申請を行うとともに、佐賀県
及び玄海町に対して安全協定に基づく事前了解願いを提出しました。

年 月日 内容

H31 1.22
九州電力は原子力規制委員会に原子炉設置変更許可申請を提出、佐賀
県及び玄海町に安全協定に基づき事前了解願いを提出

R2 9. 4
九州電力は原子炉設置変更許可申請を一部補正、佐賀県及び玄海町に
事前了解願いの内容を一部補正

R3

R4

2.19 九州電力は原子炉設置変更許可申請を一部補正

4.28 原子力規制委員会は原子炉設置変更を許可

7. 9 佐賀県は第 9回佐賀県原子力安全専門部会開催

3.24 佐賀県は九州電力に事前了解

R6 6.10 九州電力は原子力規制委員会に設計及び工事計画認可申請書を提出

9. 3 玄海町は九州電力に事前了解

主な経緯
（令和6年6月末現在）

玄海原子力発電所 乾式貯蔵施設の設置計画

　国（原子力規制委員会）による審査の結果、令和3年4月28日に原子炉設置変更
許可が行われました。その後、玄海町は同年9月3日に、佐賀県は令和4年３月24
日に事前了解を行いました。
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（２）乾式貯蔵施設設置計画の概要
○乾式貯蔵容器と乾式貯蔵建屋から構成される乾式貯蔵施設を発電所敷地内へ
設置する。
　　貯蔵容量：乾式貯蔵容器40基（燃料集合体で最大960体）

○乾式貯蔵施設に保管する乾式貯蔵容器は、収納している使用済燃料からの熱
へ遮「、」め込じ閉「、」熱除「、にうよいなえ与を響影にどな境環辺周が線射放と

。るすと計設つ持を能機のつ4の」止防界臨「、」い

○貯蔵容器は、輸送容器を兼ねることで、使用済燃料を詰め替えることなく発電
所外へ搬出することが可能な設計とする。

【乾式貯蔵容器】

日本原子力発電㈱

・九州電力㈱玄海原子力発電所
・東北電力㈱女川原子力発電所
・関西電力㈱高浜発電所
・関西電力㈱美浜発電所
・関西電力㈱大飯発電所
・東京電力HD㈱福島第二原子力発電所

原子力東京電力HD㈱

天井クレーン

高さ
約30ｍ

5.2 2.6  

120  

21  
24  

【乾式貯蔵建屋】

・四国電力㈱伊方発電所　
・中部電力㈱浜岡原子力発電所
・リサイクル燃料備蓄センター（青森県むつ市）
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　平成29年4月に改正された法律※に基づき、令和2年4月に新たな検査制度が施行
（本格運用）されました。
　新たな検査制度において、原子力規制庁は、事業者が自ら改善活動を積極的かつ
的確に運用することを求めた上で「原子力規制検査」を行い、事業者の弱点や懸念点
などに注視して監督を行います。こうして、事業者自らの気付きと原子力規制庁の
「原子力規制検査」による気付きの双方が改善活動の契機となり、原子力施設が「安
全上の影響が大きい事象」に至る前に、改善に結びつくことを目的とされています。

※「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」

（１）経　緯
　法律に基づく検査制度は何度も見直されてきましたが、福島第一原子力発電所
事故後には、事故の教訓を踏まえた更なる検査制度の見直しの必要性が出てい
ました。加えて平成28年には、国際原子力機関（IAEA）から日本の原子力規制に
関する指摘もありました。
　これらを受けて、原子力規制委員会は検査制度の抜本的な見直しを行い、平成
29年4月に法律の改正、試運用期間を経て、令和2年4月に新たな検査制度の本
格運用が開始されました。

（２）原子力規制検査の概要

原子力規制検査12
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「原子力規制検査」による気付きの双方が改善活動の契機となり、原子力施設が「安
全上の影響が大きい事象」に至る前に、改善に結びつくことを目的とされています。

※「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」

（１）経　緯
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事故後には、事故の教訓を踏まえた更なる検査制度の見直しの必要性が出てい
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（２）原子力規制検査の概要

原子力規制検査12

年度

R2

R3

四半期

4

3

号機

3、4号機

3号機

指摘内容

海水管トレンチエリアのプルボックス内に
設けられた煙感知器の設置方法の不備
鉛遮蔽板の設置に伴う1次冷却材モニタの
指示値低下

重要度／
深刻度
　 ／
SL Ⅳ
　 ／
SL Ⅳ

（３）玄海原子力発電所の検査結果
　原子力規制検査の結果は、四半期ごとに取りまとめられ、検査を受けた事業
者に通知されるとともに、原子力規制委員会のホームページ等を通じて公表さ
れています。
　令和５年度の玄海原子力発電所の検査結果において、検査指摘事項等が４件
ありました。また、安全活動に係る実績を示す指標（安全実績指標）について
は、年間を通じて安全確保の機能又は性能に影響のない状態（ 　）でした。
　なお、令和５年度の玄海原子力発電所における原子力規制検査は、日常検査
が178サンプル、チーム検査が14件実施されました。

■玄海原子力発電所におけるこれまでの指摘事項等

重要度：検査指摘事項が原子力安全に及ぼす影響について評価を行い、重要度の低い
ものから、　 、　 、　 、　 の４つに分類する。
・　は、安全確保の機能・性能への影響があるが、限定的かつ極めて小さな
ものであり、事業者の改善措置活動により改善すべき水準。
・「―」は、原子力安全の維持に与える影響はないことから、検査指摘事項に
は該当せず、重要度評価の対象ではない。

深刻度：法令違反が特定された検査指摘事項等について、意図的な不正行為の有無、
原子力規制委員会の規制活動への影響等を踏まえて、４段階（高い方からⅠ
～Ⅳ）の深刻度レベル（SL:Severity Level）により評価する。
・SL Ⅳは原子力安全上又は核物質防護上の影響が限定的であるもの、又はそう
した状況になり得たもの。

緑

緑

緑

緑

緑

白 黄 赤

R5 1 3、4号機 不適切な設計管理による火災防護対象ケー
ブルの系統分離対策の不備

R5 1 3号機
不適切な点検計画表の管理によるＢ安全補機
室冷却ユニット定期事業者検査実施時期の超
過及び原子力規制委員会への誤った報告

― ／
SL Ⅳ

　 ／
SL Ⅳ
緑

R5 2 3、4号機 タービン動補助給水ポンプ室等における火
災感知器の不適切な設置

　 ／
SL Ⅳ
緑

R5 2 3、4号機
系統分離対策を行う火災防護対象機器等選
定時の誤った火災影響評価による火災防護
対象機器等の系統分離対策の不備

　 ／
SL Ⅳ
緑
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（１）玄海1号機の運転終了及び安全協定改定の経緯
　玄海1号機は、九州初の原子力発電所として、昭和50年10月に営業運転を開
始して以来、約39年間、九州地域に電力を供給しましたが、平成27年4月27日に
運転を終了しました。
　玄海1号機の運転終了に伴い、佐賀県と玄海町では、今後行われる廃止措置が

定協るす関に保確全安の所電発力子原「、めたるす認確をとこるれさ施実に全安
止廃、に日81月11年72成平、しととこう行を定改な要必ていつに）定協全安（」書

措置を事前了解事項とするなどの改定を行いました。
　平成27年12月22日、改定された安全協定に基づき、佐賀県と玄海町は、九州
電力から玄海原子力発電所1号機の廃止措置に係る事前了解願いの提出を受け

提出しました。
　その後、平成29年4月19日に原子力規制委員会は玄海1号機の廃止措置計画を

ました。また、九州電力は、同日、原子力規制委員会へ「廃止措置計画認可申請書」を

認可し、佐賀県と玄海町は、平成29年7月12日に事前了解しました。
　玄海1号機では、平成29年7月13日から廃止措置が開始されています。

玄海１、２号機の運転終了及び廃止措置計画

年 月日 内容

H27

H28

H29

3.18
九州電力は、玄海原子力発電所1号機の運転終了を決定し、佐賀県及び玄海
町へ報告（電気工作物変更届を経済産業大臣へ届出）

4.27 玄海1号機　運転終了

11.18 安全協定の改定（一部を変更する協定の締結、覚書の交換）

12.22 九州電力は、安全協定第4条に基づき、 玄海1号機の廃止措置について、佐賀
県及び玄海町へ事前了解願いを提出（国へは「廃止措置計画」を認可申請）

9.16 九州電力は、国へ玄海1号機の廃止措置に伴う保安規定変更認可申請

7.13 九州電力は、玄海1号機の廃止措置を開始

2.24 九州電力は、廃止措置計画の一部及び保安規定の一部を補正

3.14 九州電力は、廃止措置計画の一部を補正

4.19 国は、玄海1号機の廃止措置計画を認可及び玄海原子力発電所の保安規定
の変更を認可

7.12 佐賀県及び玄海町は、玄海1号機の廃止措置に係る事前了解について九州電
力に回答
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（２）玄海２号機の運転終了
　玄海2号機は､昭和56年3月に営業運転を開始して以来､約38年間、九州地域
に電力を供給しましたが、平成31年4月9日に運転を終了しました。
　九州電力では、玄海2号機の廃止措置（廃炉、解体撤去までの作業）は既に廃止
措置中の玄海1号機との同時作業になるため、先行する1号機の工程を2号機と
合わせたものに見直し、原子力規制委員会へそれぞれの廃止措置計画の認可に
ついて申請（変更認可申請）しました。
　その後、令和2年3月18日に原子力規制委員会はそれぞれの廃止措置計画に
ついて認可（変更認可）し、佐賀県と玄海町は、令和2年6月8日に事前了解しました。
　玄海2号機では令和2年6月29日から廃止措置が開始されています。

年 月日 内容

H31

R2

R1

2.13
九州電力は、玄海原子力発電所2号機の運転終了を決定し、佐賀県及び玄海
町へ報告

4. 9 玄海2号機　運転終了（電気工作物変更届を経済産業大臣へ届出）

9. 3
九州電力は、安全協定第4条に基づき、玄海2号機の廃止措置及び玄海1号機
の廃止措置計画変更について、佐賀県及び玄海町へ事前了解願いを提出
（国へは「廃止措置計画」及び「廃止措置計画変更」を認可申請）

9.27
九州電力は、国へ玄海2号機の廃止措置計画及び1号機の廃止措置計画変
更に伴う保安規定変更認可申請（同年12月17日、令和2年1月17日、2月27日一
部補正）

2.27 九州電力は、事前了解願い及び廃止措置計画認可申請等を一部補正

3.18 国は、玄海2号機の廃止措置計画及び玄海1号機の廃止措置計画変更を認
可並びに玄海原子力発電所保安規定の変更を認可

6. 8 佐賀県及び玄海町は、玄海2号機の廃止措置及び玄海1号機の廃止措置計
画変更に係る事前了解について九州電力に回答

6.29 九州電力は、玄海2号機の廃止措置を開始
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（３）玄海1、2号機の廃止措置計画の概要
　廃止措置の工事は、放射能の減衰や放射性物質の除染作業に伴う被ばく低減等
の観点から、4つの期間に区分されて実施されます。
　①解体工事準備期間
　　設備の汚染状況の調査、汚染の除去、汚染のない2次系設備の解体撤去、等
　②原子炉周辺設備等解体撤去期間
　　放射能レベルの比較的低い設備の解体撤去、等
　③原子炉等解体撤去期間
　　原子炉容器、蒸気発生器等の解体撤去、等
　④建屋等解体撤去期間
　　建屋の解体撤去、等
　九州電力では、安全確保を最優先に、関係法令を遵守しつつ、汚染の状況調査
の結果を踏まえ、被ばく低減や廃棄物の発生量を低減するため、より良い除染や
解体の方法を検討し、必要に応じて国の認可を受けながら計画の変更を行ってい
くこととしており、令和36年度（2054年度）の廃止措置完了を計画しています。

年 月日 内容

R2

R3

9. 8

九州電力は、安全協定第4条に基づき、玄海1、2号機の廃止措置計画の変更
について、佐賀県及び玄海町へ事前了解願いを提出（国へは廃止措置計画
の変更認可申請）
※規則の改正に伴い、性能維持施設の機能を明記。

12. 2 九州電力は、事前了解願い及び廃止措置計画変更認可申請を一部補正

12.25 国は、玄海1、2号機の廃止措置計画の変更を認可

1.14 佐賀県及び玄海町は、玄海1、2号機の廃止措置計画変更に係る事前了解に
ついて九州電力に回答
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年 月日 内容

R4

R5

12.28

九州電力は、安全協定第4条に基づき、玄海1、2号機の廃止措置計画の変更
について、佐賀県及び玄海町へ事前了解願いを提出（国へは廃止措置計画
の変更認可申請）
※使用済燃料プールの冷却が不要になったため、冷却に係る設備を性能維持
　施設から除外。廃棄物処理機能を2号機側の設備に集約。

9.11 国は、玄海１、２号機の廃止措置計画の変更を認可

11.20 佐賀県は、玄海１、２号機の廃止措置計画変更に係る事前了解について九州
電力に回答

11.21 玄海町は、玄海１、２号機の廃止措置計画変更に係る事前了解について九州
電力に回答
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